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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
「
天
皇
の
靖
国
参
拝
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
期
間
に
お
い
て
天
皇
が
靖
国
神
社
に
御
参
拝
に
な
っ
た
年
月
日
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
十
六
日
、
昭
和
二
十

九
年
十
月
十
九
日
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
二
十
三
日
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
八
日
、
昭
和
四
十
年
十
月
十
九
日
、
昭
和
四
十

四
年
十
月
二
十
日
及
び
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
一
日
で
あ
る
。

天
皇
の
靖
国
神
社
へ
の
御
参
拝
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
情
勢
な
ど
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
な
が
ら
慎
重
に
検
討

の
上
、
こ
れ
ま
で
も
宮
内
庁
に
お
い
て
対
処
し
て
き
て
い
る
。

内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
八
月
十
五
日
に
中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が

靖
国
神
社
に
公
式
参
拝
（
内
閣
総
理
大
臣
が
公
的
な
資
格
で
行
う
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
を
い
う
。
）
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
以
外
に
内
閣
総
理
大
臣
が
靖
国
神
社
を
公
式
参
拝
し
た
こ
と
は
な
く
、
私
人
と
し
て
の
立
場
で
行
わ
れ
る
参
拝
に
つ
い
て

は
、
政
府
と
し
て
立
ち
入
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
小
泉

内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
十
三
年
八
月
十
三
日
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
一
日
、
平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
、
平
成
十
六
年

一
月
一
日
及
び
平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
、い
ず
れ
も
一
人
の
国
民
と
し
て
靖
国
神
社
に
参
拝
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
一
月
二
十
八
日
の
麻
生
外
務
大
臣
の
発
言
（
以
下
「
発
言
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
は
、
今
後
、
隣
国
の
わ
だ

か
ま
り
も
な
く
、戦
争
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
々
を
自
然
に
追
悼
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、

と
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
発
言
は
御
指
摘
の
答
弁
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
に
つ
い
て

発
言
の
趣
旨
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な

い
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

天
皇
の
私
人
と
し
て
の
行
為
も
憲
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
は
行
政
の
責
任
で
あ
り
、

直
接
に
は
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
宮
内
庁
が
、
最
終
的
に
は
行
政
全
般
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
内
閣
が
、
そ

の
任
に
当
た
っ
て
い
る
。

二


